
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法人市民税の法人税割の超過課税 

（不均一課税）を実施します 
 

 令和５年第１回日高市議会定例会において、「日高市税条例の一部を改正する条

例」が令和５年３月16日に可決されました。これにより、法人市民税の法人税割に

ついて、下記の内容のとおり超過課税（不均一課税）を実施することとしました。 

 

超過課税（不均一課税）の内容 

区分 税率 

資本金（出資金）の額が１億円を超える法人、または法

人税額が年400万円を超える法人 
8.4％ 

資本金（出資金）の額が１億円以下で、かつ法人税額が

年400万円以下の法人 

6.0％ 

（現行の税率と同じ） 

 

適用開始時期 

 令和６年４月１日以降に開始する事業年度から 

 

超過課税の理由 

 当市の財政状況は、市税収入の落ち込みが見込まれる一方、扶助費などの増加に

より一層厳しい状況となってきています。 

 このような状況の中、今後、都市基盤・公共施設の維持・更新や防災対策などの

費用が必要となります。納付していただく税金については、貴重な自主財源として

活用していきます。 
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